


  

事  務  連  絡 
平成２６年８月２７日 

 
各都道府県介護保険担当主管部（局） 御中 
 

厚生労働省老健局介護保険計画課  
 
 
 

自己負担が２割となる「一定以上所得者」の判定基準案について 
 
 
 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御礼申し

上げます。 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関

する法律（平成 26 年法律第 83 号）による介護保険法（平成９年法律第 123 号）の改正

により、平成 27 年８月１日から、一定以上の所得のある第一号被保険者の自己負担を

現行の１割から２割に引き上げることとしています。 

この所得の判定基準は今後政令で定めることとしており、これまで、地方税法の合計

所得金額 160 万円以上を基本として検討している旨をお示ししてきました。今回、これ

までお示ししてきた基準に加え、別添資料のとおり「年金収入＋その他の合計所得金額」

を用いた２段階の判定を行う方向で検討することとしました。 

基準は、最終的には政令で定めることにより確定するものですが、保険者の施行準備

等の参考となるよう、あらかじめ情報提供いたしますので、都道府県におかれては、管

内市町村（特別区を含む。）を始め、国民健康保険団体連合会、事業者、関係団体等に

情報提供をお願いいたします。 






